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厚生労働事務次官

平成23鞭 懸 保険船 給付群 鰍 甫助金の国庫補助にらいて
,

標記の国庫補助壷の交付については、別紙 「平成23年 度健康保険組合給付費等臨時

補 助 金 交付 要綱 」 に よ り行 うこ と とされ 、平 成23年4.月1日 か ら適用 す る こ とと され

た ので 通知 す る。
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別紙

平成 23年 度健康保険組合給付費等臨時補助金交付要綱

(通則)

1 健 康保険組合給付費等臨時補助金 (以下「補助金」とい う。)に ついては、予算の範囲内において交
付するものとし、補助金等に係 る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和 30年 法律第 179号 )、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (昭和 30年 政令第 255号 )及 び厚生労働

省所管補助金等交付規則 (平成 12年 5競箸令第 6号 )の 規定によるほか、この交付要綱の定めるとこ

ろによる。

(交付の目的)

2 こ の補助金は、次に掲げる事項を目的とする。

(1)保 険財政の基盤がぜい弱なため健康保険事業の運営に支障をきたすぉそれのある健康保険組合に

対 し、その事業の執行に要する費用の うち、保険給付等に要する費用につき補助を行い、その事業
の円滑な運営を図る。

(2)被 保険者の数が健康保険法施行令 (大正 15年 勅令第 243号 )第 1条 の 2に 規定する数を下回
る組合 (以下 「小規模組合Jと い う。)と の合併、又は健康保険法附則第 3条 の 2第 1項 に規定す
る組合 (以下 「地域型健康保険組合」とい う。)と なる合併における合併後の組合に対 して、保険

料収入額の差額につき補助を行 うことにより、かかる合併を促進 させ、小規模組合や運営の不安定
な組合の解消を図る。

(交付の対象)

3 こ の補助金は、次に該当する組合を交付の対象とする。

(1)次 の①から④に掲げる要件をすべて満たす組合。

ただし、(2)か ら (4)に 該当する組合は除く。

① 平 成 23年 3月 1日 における保険料率 (調整保険料率を含む。)力 1`0oo分 の 95.0以 上

であること。

② 平 成 23年 度における保険給付費等 (法定給付費、病床転換支援金、日雇拠出金及び老人保健

拠出金)に 要する保険料換算率 (以下 「当年度保険給付費等所要保険料率」とい う。)力 1`00

0分 の 60を 超えること。

③ 平 成 23年 度における法定準備金等が別に定める基準相当未満であること。

④ 平 成 23年 度において別に定める後発医薬品の使用促進事業を行っていること。

(2)次 の①から③に掲げる要件をすべて満たす合併後の組合。

① 平 成 23年 度において小規模組合と合併 (設立事業所の合併に起因したものを除く。)又 は地

域型健康保険組合となる合併 (設立事業所の合併に起因したものを除く。)を tて いること。
ただし、合併後も安定した事業が行えると認められること。

② 平 成23年 度において合併後も引き続き存続する組合 (以下 「存続組合」という。)の 1人当
たり年間保険料収入額が、合併により消滅した組合 (以下 「消滅組合」という。)の 1人当たり
年間保険料収入額を上回つていること。なお、1人当たり年間保険料収入額は、合併がなかった
ものとみなし、存続組合及び消滅組合ごとに、次の式により算出するものとする。

X  12〕 +〔1異曾晟準 .
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=  食悽籍璽  ×

ヽ
―
―
ノ司

標

額

均

月

平

酬

間

報

に
階



⑤
厚生労働省発保0727第3号

平 成23 .年7,月27日

一　 繭　 「建肩禰 険組
合瑠事長 殿 　 幽`… 一 一一 一 一

厚生労働事務次官

平成23年 度健康保険組合給付費等臨時補助金の国庫補助について
,

標記 の国庫補 助金 の交付 については、別紙 「平成23年 度健康保 険組合給付費奪臨時

補 助 金交 付要 綱 」 に よ り行 うこ と とされ 、平 成23年4.月1日 か ら適 用 す る こ ととされ

た ので通 知す る。

～



⑤
厚生労働省発保0727第3号

平 成23 .年7,月27日

一　 繭　 「建肩禰 険組
合瑠事長 殿 　 幽`… 一 一一 一 一

厚生労働事務次官

平成23年 度健康保険組合給付費等臨時補助金の国庫補助について
,

標記 の国庫補 助金 の交付 については、別紙 「平成23年 度健康保 険組合給付費奪臨時

補 助 金交 付要 綱 」 に よ り行 うこ と とされ 、平 成23年4.月1日 か ら適 用 す る こ ととされ

た ので通 知す る。

～



③ 合 併する月の前月末 日における消滅組合の保険料率 (調整保険料率を含む。)が 1000分 の

95.0以 上であること。

(3)次 の①から③に掲げる要件をすべて満たす合併後の組合。

① 平 成 22年 度において小規模組合と合併 (設立事業所の合併に起因したものを除く。)し てい

ること。

② 平 成 23年 度における存続組合の1人 当たり年間保険料収入額が、消滅組合の1人 当たり年間

保険料収入額を上回つていること。

なお、1人 当たり年間保険料収入額は、合併がなかつたものとみなし、存続組合及び消滅組合

ごとに、次の式により算出するものとする。

保険料収入額     =  食 優篇窯  ×
  〔 修

暑ま:暑  ×
  12〕 +〔

年

目省暑

準
 . FTT警

磯
〕 〕

(注) 「 合併後の保険料率」は、平成23年 3月 1日現在の保険料率を用いることとするが、

当該保険料率が合併日における保険料率を超えている場合には、合併日における保険料率

を用いることとする。

.③  合併する月の前月末日における消滅組合の保険料率 (調整保険料率を含む。)が 1000分 の

9 3 . 4以 上であること。

(4)次 の①から③に掲げる要件をすべて満たす合併後の組合。

① 平 成 21年 度において小規模組合と合併 (設立事業所の合併に起因したものを除く。)し てい

ること。

② 平 成23年 度における存続組合の1人 当たり年間保険料収入額が、消滅組合の1人 当たり年間

保険料収入額を上回つていること。

なお、1人 当たり年間保険料収入額は、合併がなかつたものとみなし、存続組合及び消滅組合

ごとに、次の式により算出するものとする。

魃      =  負悽衡峯  ×  〔欅畢孟:暑 ×
  12〕+『冒警暑

準 ÷ f胚震警磯〕〕
(注) 「 合併後の保険料率」は、平成23年 3月 1日現在の保険料率を用いることとするが、

当該保険料率が合併日における保険料率を超えている場合には、合併日における保険料

率を用いることとする。

③ 合 併する月の前月末日における消滅組合の保険料率 (調 整保険料率を含む。 )が 1000分

の82以 上であること。

(5)そ の他特別な事情により健康保険事業の運営に支障をきたすおそれのある組合。

(交付額の算定方法)

4 こ の補助金の交付額は、下記の計算式により算出するものとする。なお、算出された額に1, 00

0円 未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。

(1)3の (1)の ①～④に該当する組合

下記の式により算出した額と別添 1に よる基準額とを比較していずれか少ない額を選定額とし、

選定額から平成23年 度の健康保険組合災害臨時特例補助金 (介護勘定分を除く)の 額を控除した

額を交付する。



率るめ定

ｎ
刊
リ

標

額

総

与

間

賞

年
十

ヽ
―
―
ノ中蝙

準

額

棟均

月
　
　
　
　
　
　
　

′

解
酬　　　　　　　「

年

報

Ｆ
Ｈ

Ｌ

給

一　
　
　
　
　
　
働の

中い　　　′̈一中ヽ

亀
に
ｔ

×
間

　

数

年

　

者

の

　

陳̈

合

　

保

組

　

被

滅

　

均

消

　

平

ハ
飼
リ

ー

　

人

の
　

収

合

　

料
組　卿

滅

　

間

消

　

年

度

　

り

年

　

た

△
口
　
　
　
　
当
　
当

魏
　

・

封
　
　
　
　
以
　
層

　̈　　一　̈
年

　

た

の
　
　
　
当
　
当

３

　

　

′
―

ｌ

ｔ

２

成

　

数

平

　

月

ら
　
　
の

―
　

でま

月年併

　

年

合
］
　

２４

(3)3の (3)に 該当する組合

〔][「贔1路i会  ― WttX 瘍  ×十

(4)3の (4)に 該当する組合

〔][「鶉 1機i会 ― 渕 ミ嗣
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 ×一

(5)3の (5)に 該当する組合

組合ごとに特別の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額。

(交付額の下限)

5 4で 定める算定方法により算出された交付額が、1,000千 円に満たない場合、交付の決定を行

わないものとする。

(交付の条件)

6 こ の補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事 業の内容の変更 (軽微な変更を除く。)を する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなけれ

ばならない。

(2) 事 業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(3)事 業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整

理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日 (事業の中止又は廃上の承認を受けた場

合には、その承認を受けた日)の 属する年度の終了後5年 間保管しておかなければならない。

(申請手続)

7 こ の補助金の交付の申請は、別添2に よる申請書に関係書類を添えて別に定める期日までに厚生労

働大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

8 こ の補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更 して追加交付申請等を行 う場合に

は、別添 6に よる申請書に関係書類を添えてlllに定める期 日までに厚生労働大臣に提出して行 うもの



別添 1

3.比 較対象額A(国 庫補助相当額)

基 準 額 計 算 書

1.平成 23年 度法定給付費予定額

医 療 給 付 費 現 金 給 付 費 現 物 給 付 換 算 額 ① 計

μ 性 「 ト

2.国 庫補助対象額等

①平成23年 度

法定綸付費予定額

②平成23年 度

病床転換支援金

③平成23年 度

老人保健拠出金

「
L

性 FE

① ② ③    J 率   緞   ÷   ④ 比較対象額A

ヽ
―
―
―
ノ

4.平 成21年 度法定給付費等所要額

法定給付費  + 病 院診療所費 上  病 院診療所収入 牛  前 期高齢榊 付金 + 後 期高齢者支援金 1 病 床転換支援金 キ  日 雇拠出金 退職者給付拠出全 + 老 人保健拠出金 ―  前 期高齢者交付金
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＋
―
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⑤平成21年 度法定給付費等所要額



5.平 成 22年 度法定給付費等所要額

法 定給付費   + 病 院診療所費  二  病 院診療所収入 午  前 期高齢者糸内付金 + 後 期高齢者支援金 キ  病 床転換支援金 キ  日 雇拠 出金  キ  退 鍵 篠付拠出金 キ  老 メ、保健拠出金 上  前 期高齢者交付

キ ー ++ + + + +ニ

⑥平成 22年 度法定給付費等所要額

6.平 成 23年 度法定給付費等所要 (見込)額

法定給付費   + 病 院診療所費  二  病 院診療所収入 + 前 期高齢部 内付金 キ  後 期高齢者支援金 + 病 床転換支援金 + 日 雇拠 出金  + 退 職者給付拠出金 キ  老 人保健拠出金 上  前 期高齢者交付

十 一 ++ + + + +―

23年 度法定給付費等所要 (見込)

④又は⑩のいずれか少ない方の額

7.法 定準備金満額相当額

3ヶ年度法定給付費等平均額
(⑤ 十 ⑥ 十 ⑦ )÷ 3

X 3ヶ 月分相当 〒  ③ 法定準備金満額相当額

③ ― ⑨ 平成23年 度末準備金等保有 (見込)額  豊



(別添 1の記入にあたっての注意事項)

1 「 1.平 成 23年 度法定給付費予定額」欄に記載した額にかかる推計方法及び積算の

基礎数値については、別に示す様式に記載し、明らかにしておくこと。

なお、実績報告書に添付する場合にあつては、平成 23年 度法定給付費額を記載する
こと。

2 「 医療給付費」欄は、療養給付費、家族療養費及び高齢者療養給付費の合算額を記入

すること。

なお、現物給付の形態をとつている入院時食事療養費、入院時生活療養費及び高額

療養費を含めること。

3 療 養費及び第二家族療養費は 「現金給付費」欄に算入すること。

4 国 庫補助対象額等の各欄については、 「1.平 成 23年 度法定給付費予定額」及び納

付金等の告知額等を記入すること。

5 老 人保健拠出金が還付になる場合は、 「③平成 23年 度老人保健拠出金」欄を0円 と

すること。

6 「 3。比較対象額A(国 庫補助相当額)」 の計算においては、国庫補助率を乗 じて

得られた金額の円未満を四捨五入した後、千円未満を切 り捨てて④欄に記入すること。

7 ⑤ 欄、⑥欄については、各年度の決算における金額を各項目に記載すること。

⑦欄については、本補助金の申請書提出時点における見込金額を各項目に記載すること。
なお、実績報告の際に当該様式を添付する場合にあつては、⑦欄は平成 23年 度決算に

おける金額を各項目に記載すること。

8 ③ 欄の額については、別添4(変 更申請の場合は別添8)の 「⑫保有率100%相当額」

に同額を記入すること。

なお、実績報告の際に当該様式を添付する場合にあつては、別添 11の 「⑫保有率100%

相当額」に同額を記入すること。

9 ⑨ 欄については、別添4(変 更申請の場合は別添8)の 「①保有資産合計」と同額を

記入すること。

なお、実績報告の際に当該様式を添付する場合にあつては、別添 11の 「①保有資産

合計」と同額を記入すること。



別添 2

平成 23年 度健康保険組合給付費等臨時補助金

交付申請

殿

印

　

印

書

文 書 番 号       号
組 合 記 号 番 号
年  月  日  平 成  年  月   日

厚生労働大臣

(申請者)組 合 所 在 地

名    称

理 事 長 氏 名

平成 23年 度において、次により補助金の交付を受けたく申請する。

1  事 業の目的及び内容
保険給付等に要する費用の一部を受け、事業の円滑な運営を図るため。

2  交 付申請額    金 . 0 0 0円

3  添 付書類   (1)基 準額計算書 (別添 1)
(2)平 成 23年 度健康保険組合給付費等臨時補助金所要額調書 (別添 3)
(3)交 付対象支出予定額計算書 (別添 4又 は別添 4-1)
(4)保 険料率平準化計画書 (別添 5)
(5)支 払基金から通知される前期交様式第4号 「平成 23年 度 高 齢者

医療制度及び病床転換助成事業納付金等通知書」の別紙 1(そ の
2)「 平成 23年 度高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額
等計算書」の写し

(6)そ の他の添付資料 (別途提示)

※交付要綱 3の (1)に 該当する組合は、添付書類(1)、(2)、(3)、(5)、(6)を添付すること。
※交付要綱 3の (2)か ら3の (4)に 該当する組合は、添付書類 (2)、(3)、(4)、(6)を添付

すること。



男り,本4

交付対象支出予定額計算書

11平 成 23年 度法定給付費予定額

医療給付費 現金給付費 現物給付換算額 Э    計

円 円 円 円

2.平 成 23年 度納付金

②病床転換支援金 ③日雇拠出金 ④老人保健拠出金
円 円 円

3.平 成 23年 度予定保険給付費等所要保険料率

⑬増にRtt i[〔聟意宵展| 穏`螺112〕
+⊆
了星〕1100'

÷ ((     文        ×
・
 12)+    )文  1000= 1000

付加給付控除額

平成 23年 3月 1日 保険料率 ・平成23年 度末 (見込)資 産保有状況

A、 B、 Cの 内、基金委託金、出

不動産の合計額

D

(A+B+C― D) (①÷⑫)



(別添4の記入にあたつての注意事項)

1「 1.平成23年度法定給付費予定額」及び「⑨平成23年度付加給付予定額」欄に記載した額にかかる

推計方法及び積算の基礎数値については、別に示す様式に記載し、明らかにしておくこと。

2「 医療給付費」欄は、療養給付費、家族療養費及び高齢者療養給付費の合算額を記入すること。

3療 養費及び第二家族療養費は「現金給付費」欄に算入すること。

4「 2.平成23年度納付金」の各欄については、それぞれの告知額を記入し、還付が発生する

場合には、「保険給付費等総額(①+② 十③十④)」の算出時にこれを控除すること。

5⑤ 欄及び⑥欄の数に端数が生じた場合は、小数点第 1位を四捨五入すること。
なお、算出にあたつては育児介護休業中である被保険者も含めること。

6③ 欄に端数が生じた場合は、千分率で小数′点第5位を四捨五入すること。

7① 欄において年度末(見込)保有資産額を算出するにあたつては、介護勘定における法定準備金、
平成23年 度に申請する健康保険組合給費等臨時補助金、健康保険組合災害臨時特例補助金
及び平成23年 度に健康保険組合連合会から交付される組合財政支援交付金の額を含めずに

計算を行うこと。
なお、①欄は、別添1の 「⑨平成23年 度末準備金等保有 (見込)額 」と同額となること。

8⑫ 欄には、別添1の「③法定準備金満額相当額」と同額を記入すること。

9⑬ 欄には、①欄÷⑫欄の算式により算出した数値の小数点第3位を切捨てして記入すること。



別添 4-1

交付対象支出予定額計算書 (合併促進経費分)

I.平 成23年 度に合併した組合

平均保険料率の算定  (不 均―の一般保険料率を設定している場合のみ記入)

(ア)年間 平 均
被保険者数

イ)年間平均標準

報酬月額

(ウ)年間総標準報酬鶴

(ア)× (イ)×12

工ヽ,年間総標準

賞与額
(オ)保険料率

(力)予定年間保険雛

((ウ)十(工))× (オ)

存続組合分
人 円 円 円

1000

円

消滅組合分
人 円 円 円

1000

円

合  計
A 円 B 円 C 円

((力)は 円未満を

C÷ ( A t t  B )

1000

((キ)欄は小数点第5位を四捨五入)

1.平 成23年 度予定 1人 当たり年間保険料収入額

(1)存続組合分

麒簿窯×ほ軍顆T姦×②+(言間
雪
標
頗

l   ④   l  l    ②
履褥 製D

③   ll

1人 当た り予定年 間
保 険 料 収 入 鶴

①

|
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
＋

―
―
―

×

円 円
|

人 ―

〓

円

× (( )

1000

四

(2)消滅組合分  (消 滅組合名 :

3.交 付対象支出予定額

交付対象
支出予定額

食悽約窯×α軍鰺詳場
標
讀×め+(曾間雪

標
瀬÷履ぶL毅))

l   ③   l  l    ⑥     l   ⑦   l

1人 当た り予定年 rHn

保 険 料 収 入 額
0

1   円 |  |
× ( (      × 1 2 ) + (

1000

円円

今|
))

入)

2.交 付対象支出予定額の算定

(禦祠 倉膚燃
①

撃層轟漁森膚燿)
⑤

×

|

棚豚棋朝×艦 ]篠甥磯
⑦   l   ⑨ |

⑩交付対象
支出予定額

(

円円

|
円

1  人 |   |  |

)×       ×
   1 2       . =

(

て )



Ⅱ.平 成22年 度に合併した組合

1.平 成23年 度予定 1人 当たり年間保険料収入額

(1)存続組合分

饂簿窯×ほ軍TT蓑 ×②+(暫間省
標
頗÷機fttLttD

l   ④   l  l    ②     l   ③   l

1人 当た り予 定 年 間

保 険 料 収 入 額

①

|
１

ｌ

ｌ

ｌ

十２

１
１
ｉ

×

円 円 人

|
))

―

〓

円

× ((

1000

( 円未満を四捨五入)

(2)消滅組合分  (消 滅組合名 :

3.交 付対象支出予定額

交付

支出予定額

円

千円未満切捨て)

倉悽緯窯×((曇冬TT菫×②十(響間雪
標
顛二霞鳳L製))

l    ③   l   l     ⑥     l    ⑦   l

1人当た り予定年 間

保 険 料 収 入 審
⑤

1   円 | 1   円 1  人 |  |
× ( (      × 1 2 )十 (       ÷     ) )  =

1000

円

四

2.交 付対象支出予定額の算定

(軍婚ど£誰襖念議矢畠
①

準磐翠£凛慎金議矢表)
⑤

××
消滅組合の年間

平均被保険者数

⑦

交付率

⑨| |

⑩父付対象

支出予定額

円

1  甲 1 人 |  | |

(    ―    )×   ×
+   =

円

lr)(



Ⅲ.平 成 21年 度に合併 した組合

1.平 成 23年 度予定 1人 当たり年間保険料収入額

(1)存続組合分

雛簿皐×((軍仁詳堤層泰×②十(曾間雪
標
泰.機駆ζttD

l   ④   l  l    ②     l   ③   l

1人 当た り予定年 間

保 険 料 収 入 額

①

|
ｌ

ｌ

ｌ

，

十９
４

ｌ
ｌ
１
１
×

円
―

。

一
。

円 人
―

〓

円

× ( ( )

1000

四捨五

(2)消滅組合分  (消 滅組合名 :

倉悽簿窯×((軍仁詳堤層頗×②十(冒雷雪
標
頗

l   ⑧   l  l    ⑥
機腱 毅D

⑦   l

1人 当た り予 定年 間

保 険 料 収 入 額

⑤

× ((      × 1 2 )十 (       ÷     ) )  〓

1000

円人円円

四

2.交 付対象支出予定額の算定

(軍[鼈 念瀬矢基―撃暦轟幹瞑禽絣 )×準署胸罵恣ヲ ×  交付率        1  翼奮軍楚籍
⑤    l  ⑦   l   ⑨

円 :         円 l       人

(   ―    )×   挙 十   =
(⑩は円未満を切捨て)

3.交 付対象支出予定額

交付対象
支出予定額

円

(千円未満切捨て)



(別添 4-1の 記入にあたつての注意事項)

1 不 均一の一般保険料率を設定している場合は、 「平均保険料率の算定」欄において平均
保険料率を算定し、 「合併後の保険料率」欄へ記入すること。

2(ア )欄、(イ)欄の数に端数が生じた場合は、小数点第 1位 を四捨五入すること。
また、(キ)欄に端数が生じた場合は、千分率で小数点第 5位 を四捨五入すること。

3(オ )欄には、不均一の一般保険料率に調整保険料率を加えた率を記載すること。

4 年 間平均被保険者数、年間平均標準報酬月額、及び年間総標準賞与額 (いずれも特例退
職被保険者及び任意継続被保険者を含む。)の 推計方法 ・積算の基礎数値については、別に
示す様式に記載 し、明らかにしておくこと。

5 ③ 欄、④欄、⑦欄t③ 欄の数に端数が生じた場合は、小数点第 1位 を四捨五入すること。
なお、算出に当たつては育児介護休業中である被保険者も含めること。           1

6 消 滅組合が複数ある場合は消滅組合毎に作成することとし、それぞれの⑪欄の合計が交
付対象支出予定額となること。
なお、当該交付対象支出予定額は別添2「2交 付申請額」欄及び別添3の端 、C欄 及びE欄

と同額になること。



別添 5

保険料率平準化計画書
合併年月日: 平 成  年   月

1.合 併年度以降の見込み

合併 1年度目

(  )年 度

合併 2年 度目

(  )年 度

合併 3年 度目

(  )年 度

合併4年 度目

(  )年 度

合併 5年 度目

(  )年 度

合併 6年 度目

(  )年 度

被保険者数 人 メ メ 人 人 メ 人 人 人 人 メ

平均標準報酬月額 円 円 円 「 円 円 「 「 円 円 円 F

総標準賞与額(年間合計) 千円 千 円 千 円 千 「 千 円 千 円 千「 千 「 千 円 千 円 千円 ヨ・F

一般保険料率 % ‰ ‰ % % % % % % % % %

調整保険料率 % ‰ ‰ % % % % % % % % %

法定給付費等所要保険料率
(財源率)

% % % % % %

D保 険給付費 千 円 千「 千 円 千 「 千 「 千 「

Э納 付  金 千 円 千「 千 円 千 「 千 円 千 「

Э計(①十②) 千 円 千「 千 円 千 円 千 円 千 F

女定料率による合併組合の

饉常収支差引額の推移
千 円 千「 千 円 千 「 千 円 千 F

女定料率による合併
但合の準備金の推移

保有額 千 円 千「 千 円 千 「 千 円 千 「

保有率 0/c
ツ 0/c

%
°/c 0/

女定料率による合併組合の

,1途積立金の推移
千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 「

〕1管理分別途積立金 (再掲) 千 円 千「 千円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 「

2.保 険料率設定の考え方



(別添 5の 記入にあたつての注意事項)

1 「 1,合 併年度以降の見込み」欄については、合併年度以降 3年 度を記載すること。

但し、不均一の一
般保険料率を設定している場合は、合併年度以降 6年 度を記載すること。

なお、不均一の一般保険料率を設定していない場合は 「消滅組合」欄は記載せず、合併

後の数値を 「存続組合」欄へ記載すること。

2 「 ②納付金」欄には、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、病床転換支援金、日雇拠

出金、退職者給付拠出金、及び老人保健拠出金の合算額 (前期高齢者交付金がある場合、

及び老人保健拠出金が還付になる場合には、これを控除した額)を 記載すること。

3 「 別管理分別途積立金 (再掲)」 欄には、 「改定料率による合併組合の別途積立金の推

移」欄に記載 した金額のうち、合併前に保有し合併前の組合を単位 として別に管理してい

る別途積立金がある場合に再掲すること。

「2.保 険料率設定の考え方」欄については、必ず記入すること。

5 不 均一の一般保険料率を設定してる場合で、消滅組合が複数ある場合は、新たに消滅組

合欄を追加すること。



月」Йヽ 6

殿

平成23年 度健康保険組合給付費等

臨時補助金変更交付申請書

文 書 番 号       号
組 合 記 号 番 号
年  月  日  平 成  年  月   日

厚生労働大臣

(申請者)組 合 所 在 地

名    称

理 事 長 氏 名

平成23年度健康保険組合給付費等臨時補助金については、平成   年   月    日
厚生労働省発保第      号 で交付決定を受けたところであるが、その後の事情変更によ
り、交付額を次のとおり変更されたく申請する。

1  変 更申請額    金 , 0 0 0円

(既交付申請額)   金              ,000円

2  変 更を必要とする理由

3  添 付書類

(1)基 準額計算書OU添 1)
(2)平 成23年度健康保険組合給付費等臨時補助金所要額変更調書Gり添7)
(3)変 更交付対象支出予定額計算書鯛J添8又は別添8-1)
(4)支 払基金から通知される前期交様式第 4号 「平成 23年 度 高 齢者医

療制度及び病床転換支助成事業納付金等通知書」の別紙 1(そ の 2)
「平成 23年 度高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額等計算

書」の写し
(5)そ の他の添付資料鯛J途提示)

※ 交 付要綱 3の (1)に 該当する組合は、添付資料 (1)～(5)全てを添付すること。
※ 交 付要綱 3の (2)か ら3の (4)に 該当する組合は、添付書類 (2)、(3)、(5)を添付すること。

印

　

印



男り多尽7

平成23年度健康保険組合給付費等臨時補助金所要額変更調書

組合番号― 組合名

※交付要綱 3の (2)か ら3の (4)に 該当する組合は、B欄 及びD欄 は記入不要。

交付対象支出予定額

A (円|

基 準 額

B (円)

選 定 額

F  句
(円)

平成23年度に受ける
健康保険組合災害臨
時特例補助金額 (介
護保険分は除く)

(円)

国庫補助所要額

(C一 D)(円 )

既交付決定額

F (円)

差引追加交付
一部取消申請額

(E― F)(円 )

, 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 O O O 0 0 0



別添 8

変更交付対象支出予定額計算書

1.平 成 23年 度法定給付費予定額

医療給付費 現金給付費 現物給付換算額 ①    計

円 円 円 円

2.平 成 23年 度納付金

②病床転換支援金 ③日雇拠出金 ④老人保健拠出金
円 円 円

3.平 成 23年 度予定保険給付費等所要保険料率

it〔辱鼻I育暑1漸木酔 112〕
+辱
雫星〕11

・        ・         ・
          )文  looO =  1 0 0 0÷ ((      ×       ×   1 2 ) +

4.付 加給付控除額

5。 平成 23年 3月 1日 保険料率 口平成 23年 度末 (見込) 資産保有状況

A、 B、 Cの 内、基金委託金、出

不動産の合計額

D

( A  t t  B  t t  C―D) (①■⑫)



(別添8の記入にあたつての注意事項)

1「 1.平成23年度法定給付費予定額」及び「⑨平成23年度付加給付予定額」欄に記載した額にかかる

推計方法及び積算の基礎数値については、別に示す様式に記載し、明らかにしておくこと。

2「 医療給付費」欄は、療養給付費、家族療養費及び高齢者療養給付費の合算額を記入すること。

3療 養費及び第二家族療養費は「現金給付費」欄に算入すること。

4「 2.平成23年度納付金」の各欄については、それぞれの告知額を記入し、還付が発生する

場合には、「保険給付費等総額(①+② +③ +④ )」の算出時にこれを控除すること。

5⑤ 欄及び⑥欄の数に端数が生じた場合は、小数′点第1位を四捨五入すること。

なお、算出にあたっては育児介護休業中である被保険者も含めること。

6③ 欄に端数が生じた場合は、千分率で小数点第5位を四捨五入すること。

7① 欄において年度末(見込)保有資産額を算出するにあたっては、介護勘定における法定準備金、

平成 23年 度に申請する健康保険組合給費等臨時補助金、健康保険組合災害臨時特例補助金

及び平成 23年 度に健康保険組合連合会から交付される組合財政支援交付金の額を含めずに

計算を行うこと。

なお、①欄は、別添 1の 「⑨平成 23年 度末準備金等保有 (見込)額 」と同額となること。

8⑫ 欄には、別添1の「③法定準備金満櫛 ヨ当額」と同額を記入すること。

9⑬ 欄には、①欄■⑫欄の算式により算出した数値の小数′点第3位を切捨てして記入すること。



別添 8-1

変更交付対象支出予定額計算書 (合併促進経費分)

I.平 成23年 度に合併した組合

平均保険料率の算定  (不 均―の一般保険料率を設定している場合のみ記入)

(ア)年 間 平 均
被保険者数

イ)年間平均標準

報酬月額

(ウ)年間総標準報酬奪

(ア)× (イ)×12

(工)年間総標準

賞与額
(オ)保険料率

(力)予定年間保険料奪

((ウ)+(工))× (オ)

存続組合分
人 円 円 円

1000

円

消滅組合分
人 円 円 円

1000

円

合 計
A 円 B 円 C 円

0) 円未満を

(キ

C÷ ( A + B )

loo0

((キ)欄は小数点第5位 を四捨五入)

1.平 成 23年 度予定 1人 当たり年間保険料収入額

(1)存続組合分

(2)消滅組合分  (消 滅組合名 :

離篇窯×((奪TT姦 ×②十(曾間雪
標
頗十機ぶζ毅))

× ( (     × 1 2 ) + (       十     ) )  =

離緯窯×α黒顆T裏×②+(冒間
雪
標
纏÷展駆LttD

× ((      × 1 2 )十 (       十     ) )  =

1000

2.交 付対象支出予定額の算定

(軍層翠旨瞑襖無鼠磁 一準暦翠旨瞑惧m)× 準冤震倉倶彗暴×虎鷲明茅yぽガマ姦

)×      挙   12

交付対象
支出予定額

(千円未満切捨て)

3.交 付対象支出予定額



Ⅱ.平 成22年 度に合併した組合

1.平 成23年 度予定 1人 当たり年間保険料収入額

(1)存続組合分

食悽斡皐×ほ辱饒T襲×②+(言TTず 腰÷履ぶζ製))
l   ④   l  l    ②     l   ③   l

1人 当た り予定年 間

保 険 料 収 入 額

①

|
ｌ
ｌ
ｌ
‥
十

１
１
１

×

円 円
|

人 ―

〓

円

× (( )

1000

)は円未満を四捨五

(2)消滅組合分  (消 滅組合名 :

饂緯窯×((鞭TT頗 ×②+(響間雪
標
喜 .級ぶを製))

l   ③   l  l    ⑥     l   ⑦   l

間

額糾
入中脚⑤

当
険

臥
保

× ((      × 1 2 )十 (       ■     ) )  =

1000

円人円円

2.交 付対象支出予定額の算定

(寧婚轟鶉螺念馘 一撃磐碁轟毎翁鰤  ×峯電機晨凛辱雲 ×   交付率 支出予定額

(    一    )×   ×
+

3.交 付対象支出予定額

交付対象
支出予定額



Ⅲ.平 成21年 度に合併した組合

1.平 成23年 度予定 1人 当たり年間保険料収入額

(1)存続組合分

饉簿窯×ほ禦仁『T点×②十(響間省
標
姦÷機駆LttD

l   ④   l  l    ②     l   ③   l

1人 当た り予 定 年 間

保 険 料 収 入 額

①

|
ｌ

１

１

１

十０
４

１
‥
―

×

円 円 人 ―

〓

円

× (( )

1000

( 五

(2)消滅組合分  (消 滅組合名 :

食悽簿窯×α写兌∬亀層泰×②+(曾間醤
標
頗.履fttζ製)'

l   ③   l  l    ⑥     l   ⑦   l

1人 当た り予定年 間

保 険 料 収 入 雑
⑤

1   円 | 1   円 1  人 |  |
× ( (      × 1 2 ) + (       十     ) )  =

1000

円

四

2.交 付対象支出予定額の算定

(寧[翠£凝襖合議矢畠
①

撃署翠£資襖各議矢畠)
⑤

×棚豚供朝
l  ⑦

× 交付率

⑨|

⑩交付対象

支出予定額

ず1  円 1 剣  || |
(    ―    )×   ×

十   =

円

(GOは円未満を切捨て

3.交 付対象支出予定額

交付対象
支出予定額

(千円未満切捨て)



(別添 8-1の 記入にあたつての注意事項)

1 不 均一の一般保険料率を設定している場合は、 「平均保険料率の算定」欄において平均
保険料率を算定し、 「合併後の保険料率」欄へ記入すること。

2(ア )欄、(イ)欄の数に端数が生じた場合は、小数点第 1位 を四捨五入すること。
また、(キ)欄に端数が生じた場合は、千分率で小数点第 5位 を四捨五入すること。

3(オ )欄には、不均一の一般保険料率に調整保険料率を加えた率を記載すること。

4 年 間平均被保険者数、年間平均標準報酬月額、及び年間総標準賞与額 (いずれも特例退
職被保険者及び任意継続被保険者を含む:)の 推計方法 ・積算の基礎数値については、別に
示す様式に記載し、明らかにしておくこと。

5 ③ 欄、④欄、⑦欄、③欄の数に端数が生じた場合は、小数点第 1位 を四捨五入すること。
なお、算出に当たっては育児介護休業中である被保険者も含めること。

6 消 滅組合が複数ある場合は消滅組合毎に作成することとし、それぞれの①欄の合計が交
付対象支出予定額となること。
なお、当該交付対象支出予定額は別添6「1交 付申請額」欄及び別添7のA欄 、C欄 及びE欄

と同額になること。



別 添 9

殿

平成23年度健康保険組合給付費等臨時補助金

事業実績報告書

文 書 番 号       号
組 合 記 号 番 号
年  月   日   平 成   年   月   日

厚生労働大臣

(申請者)組 合 所 在 地

・  名    称

理 事 長 氏 名

平成  年   月   日 厚生労働省発保第    号 で交付決定を受けた標記について、
事業実績報告関係書類を添えて報告します。

1  事 業の目的及び内容
保険給付等に要する費用の一部を受け、事業の円滑な運営を図るため。

2 精 算 額   金           円

3  添 付書類   (1)基 準額計算書朝J添1)
(2)平 成23年度健康保険組合給付費等臨時補助金精算書0り添10)
(3)交 付対象支出済額計算書σJ添11又は別添11-1)
(4)平 成23年度収入支出決算概要表
(5)支 払基金から通知された前期交様式第4号 「平成 23年 度 高 齢者

医療制度及び病床転換支助成事業納付金等通知書」の別紙 1(そ の
2)「 平成 23年 度高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金額
等計算書」の写し

(6)そ の他の添付資料(別途提示)

※交付要綱 3の (1)に 該当する組合は、添付書類 (1)～(6)全てを添付すること。
※交付要綱 3の (2)か ら3の (4)に 該当する組合は、添付書類(2)、(3)、(4)、(6)を添付
すること。

印

　

印



別 添 10

平成23年度健康保険組合給付費等臨時補助金精算書

組合番号―

※交付要綱 3の (2)か ら3の (4)に 該当する組合は、B欄 及びD欄 は記入不要。

組合名

交付対象支出済額

A (円)

基 準 額

B     (円 )

ト
C     (円 )

平成23年度に受けた
健康保険組合災害臨
時特例補助金の確定
額 (介護保険分は除
く)

D    (円 )

国庫補助所要額

E(C― D)(円 )

交付決定額

F (円)

補助金受入額

G (円)

差引過不足額

(G― E)(円 )

, 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 : 0 0 0



別添 11

交付対象支出済額計算書

1.平 成 23年 度法定給付費額

医療給付費 現金給付費 現物給付換算額 ①    計

円 円 円 円

2.平 成 23年 度納付金

②病床転換支援金 ③日雇拠出金 ④老人保健拠出金
円 円 円

3.平 成 23年 度保険給付費等所要保険料率

(①+②l最ξ7④)  |[〔写Ii子子暴 1 畷勇叩ぶ馨駿 1  12〕
十饉М暴〕.1 1000

・       ・        ・
         )文  1 0 0 0 =  1 0 0 0÷ ( (      ×       ×   1 2 )十

4.付 加給付控除額

(円未満を四捨五入)

5.平 成 23年 3月 1日 保険料率 口平成 23年 度末資産保有状況

A、 B、 Cの 内、基金委託金、出

不動産の合計額

D
( A + B + C― D) ⑬ (①■⑫)



(別添11の記入にあたつての注意事項)

1「医療給付費」欄は、療養給付費、家族療養費及び高齢者療養給付費の合算額を記入すること。

2療 養費及び第二家族療養費は「現金給付費」欄に算入すること。

3「 2.平成23年度納付金」の各欄については、それぞれの告知額を記入し、還付が発生する

場合には、「保険給付費等総額(①+② 十③十④)」の算出時にこれを控除すること。

4⑤ 欄及び⑥の数に端数が生じた場合は、小数点第 1位 を四捨五入すること。

なお、算出にあたっては育児介護休業中である被保険者も含めること。

5③ 欄に端数が生じた場合は、千分率で小数′点第5位を四捨五入すること。

7① 欄において年度末保有資産額を算出するにあたつては、介護勘定における法定準備金、

平成 23年 度に交付を受けた健康保険組合給費等臨時補助金、健康保険組合災害臨時

特例補助金及び平成 23年 度に健康保険組合連合会から交付された組合財政支援交付

金の額を含めずに計算を行うこと。

なお、①欄は、別添 1の 「⑨平成23年 度末準備金等保有 (見込)額 」と同額となること。

8⑫ 欄には、別添1の「③法定準備金満額相当額」と同額を記入すること:

9⑬ 欄には、①欄÷⑫欄の算式により算出した数値の小数′点第3位を切捨てして記入すること。



別添 11-1

交付対象支出済額計算書 (合併促進経費分)

I.平 成 23年 度に合併した組合

平均保険料率の算定  (不 均―の一般保険料率を設定している場合のみ記入)

(ア)年 間 平 均
被保険者数

(イ)年間平均標準

報酬月額

(ウ)年間総標準報鵬

(ア)× (イ)×12

(工)年間総標準

賞与額
(オ)保険料率

(力)年間保険料額

((ウ)+(工))× (オ)

存続組合分
人 円 円 円

1000

円

消滅組合分
人 円 円 円

1000

円

合  計
A 円 B 円 C 円

を四

(キ) 平 均保険料率

C÷ ( A + B )

1000

(G)欄は小数点第5位を四捨五入)

1.平 成23年 度 1人 当たり年間保険料収入額

(1)存続組合分

(2)消滅組合分  (消 滅組合名 :

饉緯案文ほ量鞣T護×②+(響間
T標頗÷履駆ζ製))

× ( (      × 1 2 ) + (

鼻悽緯窯×α鞭讀T頗×9+(警 間
雪
標
頗 ・機糠Ъ品よ製))

l   ③   l  l    ⑥     l   ⑦   l

間
額

年

入制脚⑤
層険

１

屎

1   円 | |
× ( (      × 1 2 ) + (

円

1  人 |  |
÷        ) )    =

円

1000

四

2.交 付対象支出済額の算定

(奮鶴″庸鮎―翠鶴般庸力名)×霧標優辟×艦 換篤磯

)×      ×
  1 2       =

交付対象支出済額

(千円未満切捨て)

3.交 付対象支出済額



Ⅱ.平 成 22年 度に合併 した組合

1.平 成 23年 度 1人 当たり年間保険料収入額

(1)存続組合分     ‐

(2)消滅組合分  (消 滅組合名 :

饂緯窯×α辱冬詳霜
標
姦×②十(言間雪

標
姦.楓駆を製D

× ((     × 1 2 ) + (       ÷     ) )  =

1000

食悽箇窯×ほ軍兌弄場
標
泰×②+(響間醤

標
姦÷級ぶLttD

l    ③   l   l     ⑥     l    の   |

間
額

年
入御脚⑤

岸険
１
保

1   円 | 1   円 1  人 |  |
× ( (     × 1 2 ) + (       ■     ) )  =

1000

円

四捨 五入 )

2.交 付対象支出済額の算定

(軍聰 締癸畠
①

撃鰺磯岩げ斉畠)
⑤

消滅組合の年間

平均被保険者数

⑦l l

×× 交付率

⑨

D交 付対象支出済額

円

1   円 1  人 |   |  |

一
           )×          ×

  +        =

円

( て

3.交 付対象支出済額

交付対象支出済額

円

(千円未満切捨て)



Ⅲ.平 成 21年 度に合併 した組合
1.平 成 23年 度 1人 当たり年間保険料収入額

(1)存続組合分

(2)消滅組合分  (消 滅組合名 :

3.交 付対象支出済額

(千円未満切捨て)

饂緯窯×ほ軍兌訴場
標
奏×②+(曾間

雪
標
膚十機駆ζttD

× ((     × 1 2 ) + (       ■     ) )  =

1000

食悽箇累×ほ軍TT藁 ×②十(賃間雪
標
姦÷履駆ζ毅))

× ((     × 1 2 ) + (       ÷     ) )  =

2.交 付対象支出済額の算定

(軍勒慰轟響力姦
①

翠キ聾ヽ 講げ力表)
⑤

消滅組合の年間

平均被保険者数

⑦l l

×× 交付率

⑨

Э交付対象支出済審

(

円
1  円 1 剣 二
_        )×      ×    3

円

て

交付対象支出済額



(別添 11-1の 記入にあたつての注意事項)

1 不 均一の一
般保険料率を設定している場合は、 「平均保険料率の算定」欄において平均

保険料率を算定し、 「合併後の保険料率」欄へ記入すること。

2(ア )欄、(イ)欄の数に端数が生じた場合は、小数点第 1位 を四捨五入すること。

また、(キ)欄に端数が生じた場合は、千分率で小数点第 5位 を四捨五入すること。 .

3(オ )欄には、不均一の一般保険料率に調整保険料率を加えた率を記載すること。

4 年 間平均被保険者数、年間平均標準報酬月額、及び年間総標準賞与額 (いずれも特例退

職被保険者及び任意継続被保険者を含む)の 算出の基礎数値については、別に示す様式に

記載 し、明らかにしておくこと。

5 ③ 欄、④欄、⑦欄、③欄の数に端数が生じた場合は、小数点第 1位 を四捨五入すること。
なお、算出に当たつては育児介護休業中である被保険者も含めること。

6 消 滅組合が複数ある場合は消滅組合毎に作成することとし、それぞれの①欄の合計が交

付対象支出済額となること。
なお、当該交付対象支出済額は別添10のA欄 、C欄及びE欄と同額になること。

ノ


